
令和８年度高齢者福祉施設等施設整備に係る協議手続（追加募集）について（概要） 

 

１ 県への協議が必要となる施設の整備 

(1) 県の補助を希望する整備 

(2) 民間公益補助を希望する整備で定員の増減を伴うもの 

(3) 自己財源による整備で定員の増減を伴うもの 

 

２ 協議書の提出先及び提出期日 

(1) 介護保険の保険者である市町及び福岡県介護保険広域連合（以下「市町村等」とい

う。） 

   提 出 先：福岡県保健医療介護部介護保険課（施設整備係） 

  提出期日：令和８年６月５日（金） 

※ 必要な添付書類に漏れがないか、提出する書類に記載漏れがないか、十分注意

すること。また、提出期日後の協議は、一切受け付けないこと。 

※ 養護老人ホームに係る特定施設入居者生活介護の指定については、この整備方

針にかかわらず、随時、保険者からの協議を受け付けるものであること。 

 

(2) 福岡県介護保険広域連合（以下「広域連合」という。）に加入している市町村 

   提 出 先：広域連合 

   提出期日：広域連合が指定する日 

   ※ 養護老人ホームの改築・改修に係る協議については、広域連合を通さず、市町

村から県が直接受け付けるため、その提出先及び提出期日は、(1)による。 

 

(3) 設置希望者 

   提 出 先：協議しようとする施設（以下「協議施設」という｡）が所在する市町村 

  提出期日：協議施設が所在する市町村が指定する日 

 

３ 市町村等における留意事項 

(1)施設の改築・改修に係る協議 

市町村等からの協議は、次の条件を満たしている場合に受理する。 

ア 改築又は改修に係る協議の対象は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費

老人ホーム（ケアハウス又はケアハウスに転換する場合に限る。）又は介護老人保

健施設であること。 

イ 市町村においては、協議施設の整備を計画している者と十分な協議を行い、資金

計画、建設予定地の確保や各種法規制解除の見通し、地域住民の同意の状況等につ

いて、適切に審査すること。 



ウ 市町村の意見書を提出すること。 

市町村の意見書においては、イの条件が満たされていることを述べ、当該市町村

の老人福祉計画、協議施設の改築又は改修に対する地元住民の意見等を踏まえて、

協議施設の改築又は改修の必要性を明らかにすること。 

なお、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は介護老人保健施設の改築又は改

修に係る協議について、広域連合を通じて提出される協議にあっては、広域連合に

加入している市町村の意見書をもって広域連合の意見書とみなす。 

 

４ 設置希望者における留意事項 

別紙のとおり 



（別紙） 

設置希望者における留意事項 

 

○ 協議は、別冊「令和８年度高齢者福祉施設等の整備に係る協議手続につ

いて」に従い、提出書類を準備すること。 

○ 「福岡県社会福祉法人・社会福祉施設等整備審査基準」､「施設整備上

の留意点」及び関係法令（老人福祉法、介護保険法及び社会福祉法等）を

十分に理解の上、協議を行うこと。 

○ 原則として、協議書類（添付書類を含む。）は本通知後の日付であるこ

と。 

○ その他の主な留意事項は、次のとおり。 

 

１ 応募者等について 

応募者及び役員等（以下「応募者等」という。）が、次の各号のいずれ

かに該当し、又は該当することが明らかになった場合は、応募することが

できない。 

また、市町村等からの協議書を県が受理した後において、応募者等が次

の各号のいずれかに該当し、又は該当することが明らかになった場合は、

当該市町村等は当該協議書を取り下げるものとする。 

(1) 応募者が、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 70 条第２項第１

号、第３号から第５号の３まで、第６号の２から第９号まで、第 10 号

の２及び第 12 号のいずれかに該当する場合 

(2) 応募者が、介護保険法第 86 条第２項第２号から第７号までのいずれ

かに該当する場合 

(3) 応募者が提出した応募書類の内容に重大な不備や虚偽の記載があっ

たと認められた場合 

(4) 応募者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定

する暴力団（以下単に「暴力団」という。）に該当する場合 

(5) 応募者が、暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員（以下単に

「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過し

ない者が役員等となっている場合 

(6) 応募者等が、次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する

者に該当する場合 



ア 暴力団員が事業主又は役員等に就任している者 

イ 暴力団員が実質的に運営している者 

ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用して

いる者 

エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取

引に係る契約を締結している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与してい

る者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者 

(7) 応募者等（その実質的な運営者を含む。）が、次のいずれかに該当す

る場合 

ア 福岡県暴力団排除条例（平成 21 年福岡県条例第 59 号）（以下

「条例」という。）第 15 条第２項、第 17 条の３、第 19 条第２項

又は第２項の規定に違反し、同条例第 22 条の規定に基づく勧告を

受けた日から起算して２年を経過しない場合 

イ 条例第 23 条第１項の規定に基づく事実の公表を受けた日から起算

して２年を経過しない場合 

ウ 条例第 25 条第１項第３号の規定により懲役又は罰金の刑に処せら

れた場合であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から起算して５年を経過しない場合 

 

２ 資金計画について 

(1) 建設財源、借入金償還計画等を十分に精査し、資金収支計画を立てる

こと。 

  複数の市町村において施設整備（地域密着型を含む。）の協議を行う

応募者は、協議予定のすべての計画を反映した資金収支計画を立てる

こと。 

(2) 社会福祉法人については、資金計画において移行時特別積立預金を

建設財源に充当する場合は、その理事会等の承認を得ておくこと。 

(3) 借入先は、独立行政法人福祉医療機構又は独立行政法人福祉医療機

構との間で協調融資に係る覚書を締結した民間金融機関に限ること。 

ただし、独立行政法人福祉医療機構との間で協調融資に係る覚書を

締結した民間金融機関から借入れを行う場合は、無担保の借入れに限

ること（独立行政法人福祉医療機構との協調融資の場合を除く。）。 



３ 協議施設の建設予定地について 

協議施設の建設予定地については、用地の確保状況、関係法令上建設に

支障がないこと及び地域住民等の同意を得ていることを十分に確認した

上で、特に次の点について留意すること。 

(1) 協議施設の建設予定地の確保が確実であること。 

(2) 市街化調整区域において協議施設の整備を計画している場合には、

「都市計画法に基づく開発行為等の審査基準」に定められている開発

審査会に付議する基準（根拠法令：都市計画法第 34 条第 14 号）を満た

していること。 

(3) 協議施設の建設予定地が土砂災害関係法による指定や農地法等によ

る規制を受けている場合には、建設が確実に行われる見通しがあるこ

と。 

(4) 協議施設の建設予定地が災害レッドゾーン又は災害イエローゾーン

に該当する場合には、原則として補助の対象としないこと。 

(5) 協議施設の建設予定地の隣接地の地権者及び地域住民から、協議施

設の建設について同意を得ていること。 

・ 隣接地は、建設予定地の境界から 15ｍ以内の範囲にある土地とす

る。 

  ・ 建設予定地の所有者と建設予定地に接する土地（今後分筆する場合

を含む。）の所有者が同一の者である場合には、建設予定地の境界か

ら 15ｍ以内の範囲にある同一所有者の土地を建設予定地と一体のも

のとしてとらえて、建設予定地の隣接地を判断すること。 

 

４ 事業計画について 

(1) 協議施設のユニット型部分とユニット型部分以外の部分は、それぞ

れ別施設として指定が行われることに留意すること。 

(2) 改築により協議施設の一部が 29 床以下の地域密着型となる場合に

は、事前に県に協議すること。 

例）従来型 50 床の特別養護老人ホームについて、ユニット型 20 床と

従来型 30 床にする改築を行い、地域密着型のユニット型施設と広域

型の従来型施設になる場合 

 

５ 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について 

  社会福祉法人又は市町村が経営する社会福祉事業体は、その社会的役



割の一環として、事業所及び施設の所在地の県及び市町村長に申し出て、

生活が困難な低所得者の利用負担軽減に取り組むこととされている。 

  この趣旨に鑑み、今回協議を行う社会福祉法人等は、この利用者負担軽

減制度に積極的に取り組むこと。 

  なお、養護老人ホーム及び軽費老人ホームは当該事項を除く。 

 

６ 法人の所轄庁に対する各種手続等について 

高齢者福祉施設等の整備に当たっては、所轄庁に対し、定款変更の認可

申請等の手続が必要となる場合があるため、各種手続に遺漏がないよう

留意すること。 

なお、所轄庁が市である法人からの協議については、県は当該市から、

当該法人に関する情報の提供を受けることとする。 

 

７ 情報公開について 

  協議書については、福岡県情報公開条例の対象文書となること。 


